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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシ片を中央部から折り込んで芯線及び断面コの字型の帯状体で挟み付けて形成され
たチャンネルブラシを略円筒形状の台座の外周に固定した洗浄ブラシにおいて、前記ブラ
シ片は、複数のスリットが外端部から中央部に向かって形成され、前記ブラシ片が前記帯
状体の上端部に擦られることを防止するため、前記スリットの終端を帯状体の上端部から
上方へ離れた位置とした平板状の合成樹脂発泡体と、平板状の織布あるいは不織布とを重
ね合わせて、前記平板状の合成樹脂発泡体が外側に位置するように形成されたものであっ
て、前記チャンネルブラシは前記台座の外周に巻き付けて、止め金具で固定されたことを
特徴とする洗浄ブラシ。
【請求項２】
　ブラシ片を中央部から折り込んで芯線及び断面コの字型の帯状体で挟み付けて形成され
たチャンネルブラシを略円筒形状の台座の外周に固定した洗浄ブラシにおいて、前記ブラ
シ片は、複数のスリットが外端部から中央部に向かって形成され、前記ブラシ片が前記帯
状体の上端部に擦られることを防止するため、前記スリットの終端を帯状体の上端部から
上方へ離れた位置とした平板状の合成樹脂発泡体と、平板状の織布あるいは不織布とを重
ね合わせて、前記平板状の合成樹脂発泡体が外側に位置するように形成されたものであっ
て、前記チャンネルブラシは、前記台座の外周に設けた溝部に着脱可能に固定されたこと
を特徴とする洗浄ブラシ。
【請求項３】
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　ブラシ片の複数のスリットの終端に円孔を形成したことを特徴とする請求項１または請
求項２記載のいずれかの洗浄ブラシ。
【請求項４】
　チャンネルブラシのブラシ片の材質として、合成樹脂発泡体のほか、天然樹脂発泡体、
織布、不織布、編物、天然繊維、化学繊維、天然樹脂、合成樹脂、天然ゴム、合成ゴム、
ゲル材、フィルム材、メッシュ材であるか、これらの内、少なくとも１種類以上であるこ
とを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の洗浄ブラシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被洗浄面に付着した汚れ等を洗浄する為の洗浄ブラシに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　洗浄ブラシは種々のものがあり、出願人も多くの開発をしている。その中で代表的なも
の（特許文献１）を図１～図３に基づいて説明する。図１は、従来の洗浄ブラシを前面側
から見た斜視図である。図１において、１は洗浄ブラシ、２は台座、３はチャンネルブラ
シ、４は止め金具、５はブラシ片、１０は帯状体である。図２は、図１に使用するブラシ
片の斜視図である。図２において、６はスリット、７は中央部、８は終端である。図３は
、図１の洗浄ブラシの側面図である。図３において、９は根部、５９は帯状体１０の上端
部である。
【０００３】
　従来の洗浄ブラシは、図１から図３の如く、チャンネルブラシ３のブラシ片５に、ブロ
ック状体の発泡材を使用し、両端部から中央部７に向かって所定間隔ごとに終端８まで形
成された複数のスリット６を有すると共に、中央部７にて折り込まれてチャンネルブラシ
３が形成されている。そして、複数のスリット６は、終端８が帯状体１０の上端部５９と
同じ位置になるように形成されていた。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の洗浄ブラシにおいては、ブラシ片が根部からちぎれてしまうことが有るという課
題を有していた。
【０００６】
　そこで、本発明は、ブラシ片が根部からちぎれてしまうことが無く、高い洗浄力を有す
ると共に、高い耐久性を有し、迅速でかつ安価に製作できる洗浄ブラシを提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、ブラシ片を中央部から折り込んで芯線及び断面コの字型の帯状体で
挟み付けて形成されたチャンネルブラシを略円筒形状の台座の外周に固定した洗浄ブラシ
において、前記ブラシ片は、複数のスリットが外端部から中央部に向かって形成され、前
記ブラシ片が前記帯状体の上端部に擦られることを防止するため、前記スリットの終端を
帯状体の上端部から上方へ離れた位置とした平板状の合成樹脂発泡体と、平板状の織布あ
るいは不織布とを重ね合わせて、前記平板状の合成樹脂発泡体が外側に位置するように形
成されたものであって、前記チャンネルブラシは前記台座の外周に巻き付けて、止め金具
で固定されたことを特徴としている。
【０００８】
　請求項２の発明は、ブラシ片を中央部から折り込んで芯線及び断面コの字型の帯状体で
挟み付けて形成されたチャンネルブラシを略円筒形状の台座の外周に固定した洗浄ブラシ
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において、前記ブラシ片は、複数のスリットが外端部から中央部に向かって形成され、前
記ブラシ片が前記帯状体の上端部に擦られることを防止するため、前記スリットの終端を
帯状体の上端部から上方へ離れた位置とした平板状の合成樹脂発泡体と、平板状の織布あ
るいは不織布とを重ね合わせて、前記平板状の合成樹脂発泡体が外側に位置するように形
成されたものであって、前記チャンネルブラシは、前記台座の外周に設けた溝部に着脱可
能に固定されたことを特徴としている。
【０００９】
　また、請求項３の洗浄ブラシは、請求項１または請求項２記載の洗浄ブラシであって、
ブラシ片の複数のスリットの終端に円孔を形成したことを特徴としている。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の洗浄ブラシであって、
チャンネルブラシのブラシ片の材質として、合成樹脂発泡体のほか、天然樹脂発泡体、織
布、不織布、編物、天然繊維、化学繊維、天然樹脂、合成樹脂、天然ゴム、合成ゴム、ゲ
ル材、フィルム材、メッシュ材であるか、これらの内、少なくとも１種類以上であること
を特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明では、台座の外周の周りに、スリットが形成されていない根部が、連続
的に形成されることになるので、ブラシ片が、帯状体の上端部と擦れ合うことにより、根
部からちぎれてしまうことが無い。また、根部の毛腰を強くすることができる。その為、
被洗浄面に付着した汚れ等に対して、毛腰の強いブラシ片を連続的に接触させることがで
き、高い洗浄力を発揮できると共に、高い耐久性を有することができる。また、洗浄ブラ
シは、チャンネルブラシを台座の外周の周りに捩りを加えて螺旋状に形成された後、止め
金具にて固定されてある為、迅速で、かつ、安価に製作することができる。
【００１２】
　また、請求項２の発明では、台座の外周に、スリットが形成されていない根部を有する
チャンネルブラシが形成されているので、ブラシ片が、帯状体の上端部と擦れ合うことに
より、根部からちぎれてしまうことが無い。また、根部には、スリットが形成されていな
い為、根部の毛腰を強くすることができる。その為、被洗浄面に付着した汚れ等にたいし
て、毛腰の強いブラシ片を連続的に接触させることができ、高い洗浄力を発揮できると共
に、高い耐久性を有することができる。また、洗浄ブラシは、チャンネルブラシを、台座
の溝部にたいして、着脱可能に固定されてある為、チャンネルブラシの交換が、迅速かつ
容易にできる。また、洗浄ブラシを、迅速でかつ安価に製作することができる。
【００１３】
　また、請求項３の発明では、スリットの一端に、円孔が形成されてあり、ブラシ片に加
わる応力が、円孔により分散される為、スリットの一端が裂けることを防止できる。その
為、被洗浄面に付着した汚れ等にたいして、強い毛腰を有すると共に、スリットの一端が
裂けることを防止できるブラシ片を、連続的に接触させることができ、高い洗浄力を発揮
できると共に、高い耐久性を有することができる。
【００１４】
　また、請求項４の発明では、被洗浄面にたいして、織布あるいは不織布からなるブラシ
片、及び合成樹脂発泡体からなるブラシ片を、連続的に接触させることができる。その為
、洗浄ブラシは、織布あるいは不織布の有する高い洗浄力、及び合成樹脂発泡体の有する
高い耐摩耗性を、同時に有することができ、被洗浄面にたいして、高い洗浄力、及び高い
耐摩耗性を有することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態を、添付図面に示した本発明の実施例に基づいて以下に具体的に説
明する。
【実施例１】
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【００１６】
　請求項１の発明を図４～図７に基づいて説明する。図４は、本発明の洗浄ブラシを洗車
ブラシとして使用した形態を前面側から見た斜視図である。図４において、１１は洗浄ブ
ラシ、１２は台座、１３はチャンネルブラシ、１４は止め金具、１５はブラシ片、２０は
帯状体である。図５は、図４に使用するブラシ片の斜視図である。図５において、１６は
スリット、１７は中央部、１８は終端である。図６は、図４の洗浄ブラシの側面図である
。図６において、１９は根部、６９は上端部である。図７は、図４に使用するチャンネル
ブラシの斜視図である。図７において、５７は芯線である。
【００１７】
　洗浄ブラシ１１は、図４に示すように、台座１２、チャンネルブラシ１３、及び止め金
具１４より構成されいる。台座１２は、略円筒形状からなり、外周の両端部には、止め金
具１４が組みつけられて形成されている。チャンネルブラシ１３は、図７に示すように、
ブラシ片１５、芯線５７、及び帯状体２０より形成されており、ブラシ片１５を、芯線５
７、及び帯状体２０に挟み付けて折り込んだ後、図４の如く、台座１２の外周の周りに捩
りを加えて螺旋状に形成され、止め金具１４にて固定されている。
【００１８】
　ブラシ片１５は、平板状の合成樹脂発泡体が使用されており、図５の如く、複数のスリ
ット１６が、外端部から中央部１７に向かって、終端１８まで形成されている。そして、
複数のスリット１６の終端１８は、図７の如く、ブラシ片１５が、芯線５７、及び帯状体
２０に挟み付けて折り込まれてチャンネルブラシ１３に形成された時に、帯状体２０の上
端部６９から所定距離はなれた位置まで形成されてあり、終端１８と上端部６９の間には
、スリット１６が形成されていない根部１９が、形成されている。
【００１９】
　洗浄ブラシ１１は、チャンネルブラシ１３が、台座１２の外周の周りに捩りを加えて螺
旋状に形成されてあるので、図６の如く、ブラシ片１５の根部１９が、台座１２の外周の
周りに、連続的に形成されてある。また、根部１９は、スリット１６が形成されていない
為、洗浄ブラシ１１は、台座１２の外周の周りに、スリット１６が形成されていない根部
１９が、連続的に形成されている。
【００２０】
　実施例１の洗浄ブラシ１１は、上記の如くの構成となっているので、台座１２の外周の
周りに、スリット１６が形成されていない根部１９が、連続的に形成されているので、ブ
ラシ片１５が、帯状体２０の上端部６９と擦れ合うことにより、根部１９からちぎれてし
まうことが無い。また、根部１９には、スリット１６が形成されていない為、根部１９の
毛腰を強くすることができる。その為、被洗浄面に付着した汚れ等にたいして、毛腰の強
いブラシ片１５を連続的に接触させることができ、高い洗浄力を発揮できると共に、高い
耐久性を有することができる。また、洗浄ブラシ１１は、チャンネルブラシ１３を台座１
２の外周の周りに捩りを加えて螺旋状に形成された後、止め金具１４にて固定されている
ので、迅速でかつ安価に製作することができる。
【００２１】
　実施例１の洗浄ブラシ１１は、上記の如くの構成となっているが、複数のスリット１６
の長さについては、使用する目的や形態に応じて、例えば、毛腰をより強く設定したい場
合には、長さをより短くする等、適時、設定することができる。また、帯状体２０の上端
部６９と終端１８の距離については、短く設定した場合には、根部１９の毛腰を柔らかく
することができ、長く設定した場合には、根部１９の毛腰を硬くすることができる為、使
用する目的や形態に応じて、適時、最適な距離を設定できる。また、実施例１の洗浄ブラ
シ１１は、洗車ブラシとして使用されてあるが、例えば、電車、バス、航空機等の外壁面
用あるいは内壁面用の洗浄ブラシに使用したり、路面清掃用あるいは路面洗浄用の洗浄ブ
ラシに使用したり、高層あるいは中低層ビルの外壁面あるいは内壁面の洗浄ブラシに使用
したり、台座１２の一端を概取っ手形状として、一般家庭用あるいは業務用の洗浄あるい
は清掃ブラシに使用することができる。
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【００２２】
　次に、図８及び図９にて、請求項１の発明の別の実施例を説明する。
　図８において、２３はチャンネルブラシ、２５はブラシ片、２６、３６、４６はスリッ
ト、２８、３８、４８は終端、２９は根部、３０は帯状体、７９は上端部である。また、
図９において、３３はチャンネルブラシ、３５はブラシ片、５６、６６はスリット、５８
、６８は終端、３９は根部、４０は帯状体、８９は上端部である。
【００２３】
　チャンネルブラシ２３は、図８の如く、複数のスリット２６、３６、４６が、終端２８
、３８、４８まで形成されてある。終端２８、３８、４８は、帯状体３０の上端部７９か
ら所定距離はなれた位置まで概段差状になるように形成され、終端２８、３８、４８と上
端部７９の間には、スリット２６、３６、４６が形成されていない根部２９が形成されて
いる。
【００２４】
　チャンネルブラシ２３は、上記の如くの構成となっているので、スリットの長さの異な
るブラシ片２５を、接触させることができる。その為、被洗浄面に付着した汚れ等にたい
して、毛腰が異なると共に毛腰の強いブラシ片２５を連続的に接触させることができるの
で、汚れ等が、さまざまな付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮できると共
に、高い耐久性を有することができる。
【００２５】
　また、別の実施例としてのチャンネルブラシ３３は、図９の如く、複数のスリット５６
、６６が、終端５８、６８まで形成されている。終端５８、６８は、帯状体４０の上端部
８９から所定距離はなれた位置まで概波形状になるように形成され、終端５８、６８と上
端部８９の間には、スリット５６、６６が形成されていない根部３９が、形成されている
。
【００２６】
　チャンネルブラシ３３は、上記の如くの構成となっているので、被洗浄面に付着した汚
れ等にたいして、毛腰の異なる根部３９を有するブラシ片３５を、連続的に接触させるこ
とができる。その為、汚れ等が、さまざまな付着力を有する場合であっても、高い洗浄力
を発揮できると共に、高い耐久性を有することができる。
【実施例２】
【００２７】
　次に、請求項２の発明を図１０および図１１に基づいて説明する。
図１０は、本発明の洗浄ブラシを洗車ブラシとして使用した形態を前面側から見た斜視図
である。図１０において、２１は洗浄ブラシ、２２は台座、４３はチャンネルブラシ、４
５はブラシ片、４９は根部、５０は帯状体、６７は芯線、７２は溝部、７６はスリット、
７８は終端、９９は上端部である。図１１は、図１０に使用するチャンネルブラシの斜視
図である。
【００２８】
　洗浄ブラシ２１は、図１０の如く、台座２２、及びチャンネルブラシ４３より形成され
ている。台座２２は、略円筒形状からなり、外周部には溝部７２が形成されており、チャ
ンネルブラシ４３は、台座２２の溝部７２にたいして、着脱可能に固定されている。チャ
ンネルブラシ４３は、図１１の如く、ブラシ片４５、芯線６７、及び帯状体５０より形成
されており、ブラシ片４５を、芯線６７、及び帯状体５０に挟み付けて折り込んで形成さ
れている。また、複数のスリット７６が、終端７８まで形成されている。終端７８は、帯
状体５０の上端部９９から所定距離はなれた位置まで形成されており、終端７８と上端部
９９の間には、スリット７６が形成されていない根部４９が形成されている。
【００２９】
　実施例２の洗浄ブラシ２１は、上記の如くの構成となっているので、台座２２の外周に
、スリット７６が形成されていない根部４９を有するチャンネルブラシ４３が、形成され
ている。その為、ブラシ片４５が、帯状体５０の上端部９９と擦れ合うことにより、根部
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４９からちぎれてしまうことが無い。また、根部４９には、スリット７６が形成されてい
ない為、根部４９の毛腰を強くすることができる。その為、被洗浄面に付着した汚れ等に
たいして、毛腰の強いブラシ片４５を連続的に接触させることができ、高い洗浄力を発揮
できると共に、高い耐久性を有することができる。また、洗浄ブラシ２１は、チャンネル
ブラシ４３を、台座２２の溝部７２にたいして、着脱可能に固定されているので、チャン
ネルブラシ４３の交換が、迅速かつ容易にできる。また、洗浄ブラシ２１の製作を、迅速
でかつ安価にすることができる。
【００３０】
　実施例２の洗浄ブラシ２１は、上記の如くの構成となっているが、溝部の形成箇所、詳
細形状等については、例えば、台座の外周のみならず、内周に形成したり、台座の長手方
向の軸にたいして捩りを加えた後、溝部にチャンネルブラシを挿入したり、チャンネルブ
ラシを溝部に挿入後、台座の長手方向の軸にたいして捩りを加えて製造する等、使用する
目的に応じて、適時、最適になるように設定できる。
【実施例３】
【００３１】
　次に、請求項３の発明を図１２および図１３に基づいて説明する。
　図１２は、本発明の洗浄ブラシを洗車ブラシとして使用した形態の側面図である。図１
２において、２４は止め金具、３１は洗浄ブラシ、３２は台座、５３はチャンネルブラシ
、５５はブラシ片、６０は帯状体、６４は根部、７１は上端部、８８は円孔である。図１
３は、図１２に使用するチャンネルブラシの斜視図である。図１３において、７７は芯線
、８６はスリットである。
【００３２】
　洗浄ブラシ３１は、図１２の如く、台座３２、チャンネルブラシ５３、及び止め金具２
４より構成されている。台座３２は、略円筒形状からなり、外周の両端部には、止め金具
２４が組みつけられて形成されている。チャンネルブラシ５３は、図１３の如く、ブラシ
片５５、芯線７７、及び帯状体６０より形成されており、ブラシ片５５を、芯線７７、及
び帯状体６０に挟み付けて折り込んだ後、台座３２の外周の周りに捩りを加えて螺旋状に
形成され、図１２の如く、止め金具２４にて固定されている。
【００３３】
　ブラシ片５５は、平板状の合成樹脂発泡体が使用されており、図１３の如く、複数のス
リット８６が、ブラシ片５５の外端部から、帯状体６０の上端部７１から所定距離はなれ
た位置まで形成されており、一端には、円孔８８が形成されている。また、円孔８８と上
端部７１の間には、スリット８６が形成されていない根部６４が形成されている。
【００３４】
　また、ブラシ片５５は、スリット８６の一端に、円孔８８が形成されているので、洗浄
ブラシ３１の使用時には、ブラシ片５５が被洗浄面に接触することにより、被洗浄面から
ブラシ片５５に加わる応力は、円孔８８により分散される。
【００３５】
　実施例３の洗浄ブラシ３１は、上記の如くの構成となっているので、台座３２の外周の
周りに、スリット８６が形成されていない根部６４が、連続的に形成されることにより、
ブラシ片５５が、帯状体６０の上端部７１と擦れ合うことにより、根部６４からちぎれて
しまうことが無い。また、根部６４には、スリット８６が形成されていない為、根部６４
の毛腰を強くすることができる。さらにまた、スリット８６の一端に、円孔８８が形成さ
れてあり、ブラシ片５５に加わる応力が、円孔８８により分散される為、スリット８６の
一端が裂けることを防止できる。その為、被洗浄面に付着した汚れ等にたいして、強い毛
腰を有すると共に、スリット８６の一端が裂けることを防止できるブラシ片５５を、連続
的に接触させることができ、高い洗浄力を発揮できると共に、高い耐久性を有することが
できる。
【００３６】
　実施例３の洗浄ブラシ３１は、上記の如くの構成となっているが、円孔の詳細形状につ
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いては、例えば、概真円形状のみならず、概楕円形状、概雫形形状等、使用する目的に応
じて、適時、最適になるように設定できる。また、チャンネルブラシを台座に組み付ける
方法についても、例えば、止め金具のみを使用する方法のみならず、溶接、溶着、接着等
を使用することができる。
【実施例４】
【００３７】
　次に、請求項４の発明を図１４および図１５に基づいて説明する。
図１４は、本発明の洗浄ブラシを洗車ブラシとして使用した形態の側面図である。図１４
において、３４は止め金具、４１は洗浄ブラシ、４２は台座、６３はチャンネルブラシ、
６５、７５はブラシ片、７０は帯状体、７４は根部、８１は上端部、９８は円孔である。
図１５は、図１４に使用するチャンネルブラシの斜視図である。図１５において、８７は
芯線、９６はスリットである。
【００３８】
　洗浄ブラシ４１は、図１４の如く、台座４２、チャンネルブラシ６３、及び止め金具３
４より構成されている。台座４２は、略円筒形状からなり、外周の両端部には、止め金具
３４が組みつけられて形成されている。チャンネルブラシ６３は、図１５の如く、ブラシ
片６５、７５、芯線８７、及び帯状体７０より形成され、ブラシ片６５、７５を重ね合わ
せた後、芯線８７、及び帯状体７０に挟み付けて折り込んだ後、台座４２の外周の周りに
捩りを加えて螺旋状に形成されており、図１４の如く、止め金具３４にて固定されている
。
【００３９】
　ブラシ片６５は、平板状の織布あるいは不織布が使用されており、ブラシ片７５は、平
板状の合成樹脂発泡体が使用されている。また、図１５の如く、複数のスリット９６が、
ブラシ片７５の外端部から、帯状体７０の上端部８１から所定距離はなれた位置まで形成
されており、一端には、円孔９８が形成されている。また、円孔９８と上端部８１の間に
は、スリット９６が形成されていない根部７４が形成されている。
【００４０】
　実施例４の洗浄ブラシ４１は、上記の如くの構成となっているので、被洗浄面にたいし
て、織布あるいは不織布からなるブラシ片６５、及び合成樹脂発泡体からなるブラシ片７
５を、連続的に接触させることができる。その為、洗浄ブラシ４１は、織布あるいは不織
布の有する高い洗浄力、及び合成樹脂発泡体の有する高い耐摩耗性を、同時に有すること
ができ、被洗浄面にたいして、高い洗浄力、及び高い耐摩耗性を有することができる。
【００４１】
　実施例４の洗浄ブラシ４１は、上記の如くの構成となっているが、ブラシ片の材質につ
いては、使用する目的に応じて、例えば、天然樹脂発泡体、合成樹脂発泡体、織布、不織
布、編物、天然繊維、化学繊維、天然樹脂、合成樹脂、天然ゴム、合成ゴム、ゲル材、フ
ィルム材、メッシュ材の内、少なくとも１種類以上の材質を選択して使用することができ
る。また、例えば、数種類の異なる合成樹脂発泡体を選択して使用する等、同材質を数種
類選択して使用することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の洗浄ブラシは、洗車ブラシとして使用されているが、例えば、電車、バス、航
空機等の外壁面用あるいは内壁面用の洗浄ブラシに使用したり、路面清掃用あるいは路面
洗浄用の洗浄ブラシに使用したり、高層あるいは中低層ビルの外壁面あるいは内壁面の洗
浄ブラシに使用したり、台座の一端を概取っ手形状として、一般家庭用あるいは業務用の
洗浄あるいは清掃ブラシに使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】従来の洗浄ブラシを前面側から見た斜視図である。
【図２】図１に使用するブラシ片の斜視図である。
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【図３】図１の洗浄ブラシの側面図である。
【図４】請求項１の発明の実施の形態の洗浄ブラシを、前面側から見た斜視図である。
【図５】図４に使用するブラシ片の斜視図である。
【図６】図４の洗浄ブラシの側面図である。
【図７】図４に使用するチャンネルブラシの斜視図である。
【図８】同、別の実施例の洗浄ブラシに使用するチャンネルブラシの正面図を示す。
【図９】同、また別の実施例の洗浄ブラシに使用するチャンネルブラシの正面図を示す。
【図１０】請求項２の発明の実施の形態の洗浄ブラシを前面側から見た斜視図である。
【図１１】図１０に使用するチャンネルブラシの斜視図である。
【図１２】請求項３の発明の実施の形態の洗浄ブラシを示す側面図である。
【図１３】図１２に使用するチャンネルブラシの斜視図である。
【図１４】請求項４の発明の実施の形態の洗浄ブラシを示す側面図である。
【図１５】図１４に使用するチャンネルブラシの斜視図である。
【符号の説明】
【００４４】
１、１１、２１、３１、４１ 洗浄ブラシ
２、１２、２２、３２、４２ 台座
３、１３、２３、３３、４３、５３、６３ チャンネルブラシ
４、１４、２４、３４ 止め金具
５、１５、２５、３５、４５、５５、６５、７５ ブラシ片
６、１６、２６、３６、４６、５６、６６、７６、８６、９６ スリット
７、１７ 中央部
８、１８、２８、３８、４８、５８、６８、７８ 終端
９、１９、２９、３９、４９、６４、７４ 根部
１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０ 帯状体
５７、６７、７７、８７ 芯線
５９、６９、７１、７９、８１、８９、９９ 上端部
７２ 溝部
８８、９８ 円孔
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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